
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

出

区

域

の

指

定

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

〃

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

平成２６年５月２０日 第１１５８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に

規
定
す
る
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う

）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

。

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域

津
山
市
宮
部
下
字
槙
風
呂
三
五
番
五
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

三

備
考

１

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。

２

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
五
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ

て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

平成２６年５月２０日　岡山県公報　第１１５８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ル
ッ
ク
矢
掛
の
郷
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
六
六
九

一
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
矢
掛
の
郷

２

所
在
地

岡
山
県
倉
敷
市
昭
和
一
丁
目
二
番
二
二
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
八
〇
〇
四
七
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２６年５月２０日　岡山県公報　第１１５８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
総
社
門
田

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
門
田
字
元
屋
敷
一
八
四

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

共
成
工
業
株
式
会
社

２

所
在
地

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
下
の
町
四
丁
目
五
番
二
二
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
一
九
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年５月２０日　岡山県公報　第１１５８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

笠
岡
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
旧
白
石
島
漁
業
協
同
組
合
の
区
域

二

区
分

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業

平成２６年５月２０日　岡山県公報　第１１５８５号



〔
二
三
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
下
村
一
六
〇
二

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
津
島
京
町
三
丁
目
三

五
ラ
・
パ
ル
テ
ー
ル
津
島
京
町
壱
番
館
二
〇
一

－

藤
井

宏
彰

藤
井

未
央

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
〇
号

平成２６年５月２０日　岡山県公報　第１１５８５号


